
 

 

 

新規就農者への支援制度の概要  

 

１ 上越市新規就農者等支援事業 【 市単独事業（一部、県補助あり） 】 

  地域農業の振興を図るため、市外から転入し、又は市内に定住して就農する若者等に対し、各

種メニューに応じた支援を行う。 

 

（１）おためし農業体験 

 ・新規就農希望者等を対象に、短期研修（2 泊 3 日で開催）メニューによる農業体験を実施 

・参加者への支援 

区分 補助率等 主な要件 

宿泊費 

（県補助あり）

補助率 1/2 

上限 4 千円 ・上越市で就農する意欲のある市外在住の人 

・61 歳未満の人 交通費 

（県補助あり）

補助率 1/2 

上限 10 千円 

※受け入れ農家には、実体験期間 1 日当たり 1 万円の謝金を支払う 

※研修生の保険料は、市が負担 

※おためし農業体験自体は、市内在住者でも実施可能 

 

（２）その他の支援メニュー 【 市単独事業 】 

区分 補助率等 主な要件 

大型特殊免

許等取得事

業 

補助率 1/2 

上限各 50 千円 

（大型特殊・ 

けん引免許） 

・市内に住所を有する人 

・就農開始から 3 年を超えない人（研修受講者を含む） 

・50 歳未満の人（中山間地域居住者は 61 歳未満） 

農業用機械

購入事業 

補助率 1/2 

上限 500 千円 

（中山間地域は

1,000 千円） 

・市内で独立・自営就農をしている人 

（ただし、親元就農者は、市内に住所を有し新規作目の

導入等、独立・自営就農をしている人と同等の経営リ

スクを負って経営を開始する人） 

・50 歳未満の人（中山間地域就農者は 61 歳未満） 

・農地を一定以上耕作する人 

（水稲 50a、露地園芸 10a、施設園芸 5a） 

・就農開始から 3 年を超えない人 

（中山間地域就農者は 6 年） 

住居費支援

事業 

補助率 1/2 

上限 20 千円/月 

最長 1 年間 

（独立・自営就農

者は最長2年間） 

・市外から転入し、市内で就農を開始した人 

（研修受講者を含む） 

・市内の賃貸住宅に居住している人 

・就農開始から 3 年を超えない人 

・50 歳未満の人（中山間地域居住者は 61 歳未満） 

農業法人雇

用支援事業 

上限 50 千円/月 

最長 4 年間 

・中山間地域に住所または事業所の所在地を有し、年齢が50

歳以上 66 歳未満の新規従業員を雇用する農業法人等 

・認定農業者であること。 

※中山間地域以外の農業法人等の場合は、新たに中山間地

域に所有する農地で 1ha 以上耕作すること 

（園芸作物は 10a 以上作付け販売していること） 

※中山間地域とは…中山間地域等直接支払交付金の対象農用地がある集落の区域 
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２ 新規就農者育成総合対策事業 【 国補助事業 】 

次世代を担う農業者となることを志向する 50 歳未満の人に対し、就農後の経営発展のための

機械・施設等の導入及び就農直後の経営確立を支援する資金を交付する。 

補助事業名 事業概要 

経営発展支援

事業 

（ハード） 

支援対象：原則 50 歳未満で新たに農業経営を開始する認定新規就農者又は

その者が経営する法人。ただし、親元就農者は親の経営に従事し

てから 5 年以内に継承し、かつ継承する経営を発展させる計画

（売上 1 割増等）の取組を行う人 

補 助 額：就農後の経営発展のために導入する機械・施設等の導入費の 3/4 

※補助対象事業費上限 1,000 万円 

経営開始資金 

（ソフト） 

支援対象：就農予定時に原則 50 歳未満の認定新規就農者。 

補 助 額：13.75 万円／月（165 万円／年）×最長 3 年間  

 

３ 雇用就農資金 【 国補助事業 】 

雇用就農者の確保・育成を推進するため、就農希望者を新たに雇用する農業法人等に対して資

金を交付するもの。 

補助メニュー 事業概要 

雇用就農者育

成独立支援タ

イプ 

支援対象：50 歳未満の就農希望者を新たに雇用した農業法人等 

補 助 額：240 万円（60 万円×4 年） 

新法人設立支

援タイプ 

支援対象：50 歳未満かつ農業法人を設立して独立就農する予定の就農希望

者を新たに雇用した農業法人等 

補 助 額：360 万円（120 万円×2 年、60 万円×2 年） 

※問い合わせ先：一般社団法人新潟県農業会議（TEL：025-223-2186） 

（詳細は右記二次元コードからご確認ください。） 

４ 新潟県農林水産業総合振興事業 【 県補助事業 】 

  就農時の条件整備を支援することにより就農の円滑化を図るため、第三者から継承する農業用

機械・施設の取得、修繕、移設等を支援する。 

補助メニュー  事業概要 

新規就農者育

成促進 

補助 支 援 対 象：50 歳未満の認定新規就農者 

事業費範囲：100 万円～2,000 万円 

補 助 額：第三者から継承する農業用機械・施設の修繕等にかか

る費用の 1/2 以内 

      ※農家子弟の場合、1/3 以内 

リース 支 援 対 象：50 歳未満の認定新規就農者のうち、経営開始 3 年目

までの者 

事業費範囲：100 万円～2,000 万円 

補 助 額：リース用機械・施設の整備費の 1/2 

※農家子弟の場合、1/3 以内 



〇新規就農者の確保・定着のために上越市担い手育成総合支援協議会が研修機関として県の認定を受け、就農希望者に対し農業経営に

必要な知識の習得や市内農業者等のもとで実地研修を行う。

※県の認定を受けた研修機関で研修を受ける場合、研修生は研修期間中に「就農準備資金（年間165万円、最長2年間）」を受給できる。

概要

スケジュール

令和８年度 令和９年度 令和１０年度

実施内容 開校の周知（PRチラシの作成） 研修生の受入れの開始（2人受入れ） 事業の継続（2人受入れ）

目的・背景

上越市担い手育成総合支援協議会

〇構成機関
 上越市、県上越地域振興局、ＪＡえちご上越、
 ＮＯＳＡＩ新潟ほか
〇概要
 ・上越市の農業を学べる研修機関
 ・研修生に合わせたカリキュラムを作成

 
 ＋

 ・研修生と市内農家をマッチング
・年間を通して複数の農家にて研修
 →自身にあった営農スタイルを発見
・研修後に独立自営就農する場合は、研修期
 間中に「青年等就農計画」の作成をサポート
 →就農開始から「経営開始資金（年間165万
 円、最長3年間）」を受給できる

 ・応募の時期については検討中

研修受入機関

・農業塾（地域振興局主催）
・園芸塾（ＪＡえちご上越主催）
・認定新規就農者との座談会

・販売戦略・販売マーケ
ティングに関する座学

農地の確保に
向けた支援

資金の受給に
向けた計画作
成サポート

・市営住宅（建築住宅課）
・家賃補助（農政課）

営農技術の
習得

販路開拓

研修会を通じた
仲間づくり

住宅の支援

①
就
農
希
望
の
相
談

②
農
業
研
修
希
望

市内農家の受入
による実地研修

関係機関主催の研修
会や講師による座学

地域の担い手

上越市農業の担い手となり、
定着して農業に従事する人材へ

ターゲット
・市内外問わず研修後、
上越市で就農する意欲がある人
・１日農業バイト体験者
・主に社会人が対象

③
研
修
実
施

④
市
内
に
就
農

・
雇
用
就
農

・
独
立
自
営

・大型特殊免許等
取得補助（農政課）

～上越市における研修生の受入れについて～
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農地中間管理事業について 

 

農地中間管理事業は、担い手への農地集積を進めるため、農地を貸したい地権者から

農地中間管理機構（農地バンク）が農地を借り受け、担い手農家等へ貸し付ける事業で

す。 

 

 

 

 

 

 

 

新潟県における農地中間管理機構は、公益社団法人新潟県農林公社ですが、実務は新

潟県農林公社が各市町村に事務を委託し、各市の農業委員会が窓口業務や書類作成を行

っています。 

 

１ 農地中間管理機構を通じた農地の貸借手続き 

（１）農地の出し手（地権者）と受け手（耕作者）が行うこと 

① 出し手と受け手で農地の貸し付け条件等を協議 

・貸借を実施する農地の地番、10ａ当りの賃料、貸借の期間等を十分に協議して

ください。 

② 市に申し出 

・貸借を実施する農地の地番、10a 当りの賃料、貸借の期間等をとりまとめ、農

業委員会事務局（または各区総合事務所の農業委員会駐在室）にお申し出くだ

さい。 

・申し出を受けた農業委員会事務局（各区農業委員会駐在室）は、貸借の契約書

となる「農用地利用集積等促進計画（以下、促進計画）」のほか必要書類を作成

します。 

・「促進計画」は、農地の出し手と受け手、それぞれの押印が必要となります。 
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③ 促進計画の内容確認と押印 

・促進計画ほか必要書類の内容を農地の出し手、受け手の双方で確認し、押印し

てください。 

④ 促進計画の提出 

・押印済みの促進計画のほか必要書類を農業委員会事務局（各区農業委員会駐在

室）に提出してください。 

（農地中間管理機構への提出は市が行います） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 農地集約化促進事業の概要 

担い手への農地集積や集約化等を目的に、地域内の農地の一定割合以上を農地中間

管理機構に貸し付けた地域に対し、交付される補助金です。 

（１）地域集約化実現タイプ（旧地域集積協力金） 

① 補助金の内容 

担い手への農地集積を目的に、地域内の農地の一定割合以上を農地中間管理機

構に貸し付けた地域に交付される補助金 

※ 農地の賃貸借料について 

・賃貸借料は、口座振替により、農地中間管理機構が耕作者から受領し、地権

者に支払います。 

・その際、耕作者と地権者の双方から、0.5％＋消費税が手数料として徴収され

ます。 

（例）賃貸借料が 10,000 円の場合 

手数料の額 55 円 （10,000 円×0.5％+消費税＝55 円） 

・受け手の口座からの引落とし額 10,055 円（10,000 円＋55 円） 

・出し手の口座への振込み額    9,945 円（10,000 円－55 円） 



 

② 交付対象地域 

次の要件をすべて満たす「集落（地域）｣ 

① 全域が同一の地域計画の区域に含まれていること 

② 構成戸数が複数戸であること 

③ 農地面積が農地台帳により明確であること 

③ 交付要件 

   以下の要件を満たすこと 

① 目標地図内の農地面積に占める 1ha 以上（中山間地域では 0.5ha 以上）の

団地面積の割合が５割以上 

② 地域の中間管理機構の活用率が一般地域は 80％超、中山間地域は 60％超 

④ 交付単価 

  一般地域                中山間地域 

区分 機構の活用率 10a 当り交付単価  区分 機構の活用率 10a 当り交付単価 

区分１ 80%超 20,000 円  区分１ 60%超 80%以下 20,000 円 

    区分２ 80%超 26,000 円 

 

 

 

 

⑤ 交付対象面積 

 

        ＝        －      － 

 

 

※対象期間…事業実施年度の前年度の 3 月から事業実施年度の 2 月末 

 

⑥ 協力金の使途 

「農地を出した地権者へ○％を配分」「農地を受けた耕作者へ○％配分」など、地

域内で話し合って決定。決定した使途は、市に報告する必要がある。 

 

 

※ 機構の活用率 ＝ 
※ 中山間地域とは、農林統計に用いる地域区分

において、「中間農業地域」または「山間農業地域」

に位置づけられている地域を指す 

機構への貸付総
、

面積 

地域の農地面積 

交付対象 

面積 

対象期間内の 

貸付面積 

再貸付等 

面積 

貸付期間 10 年未満の 

農地面積 



 

（２）集約化加速タイプ（旧集約化奨励金） 

① 補助金の内容（要件によって 3 つのタイプに分かれている） 

 ・基本タイプ、大規模集約タイプ 

農地中間管理事業を活用し、集約化目標年度までに 1ha 以上の団地面積の割

合が 10％以上増加する集落（地域）に交付する場合 

 ・誘致団地創出タイプ 

   農地中間管理事業を活用し、目標地図において受け手が位置付けられていな

い農地を団地化し、集約化目標年度までに新たな受け手を誘致するための 4ha

以上の団地を形成する場合 

 

   ※「集約化目標年度」は事業実施年度から起算して 5 年後 

   ※「団地」は同一の耕作者が耕作する 1ha 以上の農地、または目標地図において

担い手が決まっていない 1ha 以上の農地とする 

 

 交付要件と交付単価表 

区分 交付要件 10a 当り交付単価 

基本タイプ 

10％以上増加する場合 10,000 円 

（下記のいずれかを満たすこと） 

・20％以上増加する場合 

・団地面積が地域において 30％以上を占め、既存

の団地または独立する 1 筆のほ場の 1 か所あたり

の平均面積が 1.5 倍以上となること 

30,000 円 

大規模集約タイプ 

15ha 以上（7.5ha 以上）の経営を行う者で、1 団地

あたりの面積が 5ha 以上（2.5ha 以上）の場合 

※基本タイプの要件を満たす地域のみ。 

※（ ）の数値は中山間地域の場合 

50,000 円 

誘致団地創出タイプ 上記のとおり 50,000 円 

 ※基本タイプおよび大規模集約タイプにおいて、目標地図において担い手が決ま

っていない団地を形成して交付を受ける場合、10a 当り交付単価は 1/2 となる。 

  

② 交付対象地域 

地域集約化実現タイプの規定に準ずる 



 

③ 交付対象面積 

交付対象面積 ＝ 対象期間内の転貸面積のうち、新たに団地化した面積 

④ 協力金の使途 

地域集約化実現タイプの規定に準ずる 

  

 
経営転換協力金（機構に農地を貸して、農業経営をリタイアした農業者に対する交付金）は、令和５年

度をもって廃止されています。ただし、これまでに経営転換協力金の交付を受けた方で、交付要件を満た

さなくなった場合は、同交付金の返還が必要になることは変わりません。 

（返還を要する例：10 年を経たないうちに農地中間管理機構の契約を解約し、農地を売買した場合等） 

ただし、貸付期間が６年以上であること 



地域計画について 

令和５年４月の改正農業経営基盤強化促進法の施行により、地域農業の将来像を描く

「地域計画」の策定が全国で行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「地域計画」は一度作って終わりではなく、今後も地域の状況の変化に合わせて見直し

を行い、内容をブラッシュアップしていくことが求められています。 

当市では、年に１回程度、各地区の中心的な担い手を集め、協議の場（地域懇談会）を

開催し、地域計画の記載内容の見直し、効率的な農作業が可能となるような農地の集約化

に向けた協議等を行う方針です（必要に応じて、地域計画の変更公告を行います）。 

地域計画の変更が必要なケース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当市における地域計画の概要 

 ⑴ 計画策定区域 

  地域自治区を単位に２５計画 

 （ほぼ全域が市街化区域である高田区･直江津区･八千浦区は、隣接する他区に含める） 

 ⑵ 結果の公表等 

  ・協議の実施状況…市ホームページで公表 

  ・地域計画の公表…令和７年４月１日に全計画を公告（市ホームページでも公表） 

 
農地の集約化 
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農地集約プラス多用途利用米
団地化定着支援事業

新潟県

○ 事業目的

物価高騰等による厳しい経営環境の中、担い手への効率的な生産体
制を構築し、生産性・収益性の向上を図るため、担い手の農地の集約
化や多用途利用米（酒造好適米、もち米、非主食用米）の団地形成の
取組への支援を、集中的かつ強力に進めることを目的としています。

○ 事業概要

１ 地域集約タイプ（国事業）
地域計画を単位とした農地について、農地中間換地事業の貸借等

により、農地の集約化に取り組む地域に対し、支援金を交付します。

２ 担い手集約タイプ（県単独）
地域集約タイプに該当せず、農地中間管理事業の貸借等により、担

い手への農地の集約化を行う担い手等に対し、支援金を交付します。

３ 多用途利用米団地定着タイプ（県単独）
酒造好適米・もち米・非主食用米の新たな団地形成や団地面積の拡

大を行う生産者に対し、支援金を交付します。

○ 事業の流れ ※必要書類等は別途お伝えします。

○県単独事業は令和８年度限りです。
○支援金の使途は、自由に決めることができます。

新潟県 令和８年度新規事業（重点支援地方交付金活用事業）

② 申請
・地域(1のﾀｲﾌﾟ)
・担い手等(2のﾀｲﾌﾟ)
・多用途利用米
生産者(3のﾀｲﾌﾟ)

① 申請

③ 支払④ 支払

市町村
地域
振興局

県

事業の詳細はこちら
でご確認ください。

～担い手への農地や多用途利用米の集約化・団地化を支援します～

103237
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多用途利用米団地定着タイプ（県事業）

地域計画に位置付けられた農業を担う者のう
ち多用途利用米生産者

(1) 多用途利用米の団地を、用途・品種ごと
に新たに１ha以上形成又は10％以上面積拡大
(拡大後の面積は１ha以上)すること

(2) (1)で団地化する多用途利用米について、
３年以上の複数年契約を締結すること

(3）契約期間中の契約数量が維持又は増加す
るものであること

※ 地域集約タイプ、担い手集約タイプと 一
体的に活用（単独での活用も可能）

２の交付要件を満たす面積

2.0万円/10a

タイプ
地域集約タイプ（国事業）

大規模集約タイプ 基本タイプ

１
交付対象

全域が同一の地域計画に含まれている「地域」

２
交付要件

集約化目標年度までに、以下のいずれかの要件を満たすこと

① 地域の農地面積に占める１ha※1以上の団地面積が10％以上増加すること
② 既に地域の農地面積に占める１ha※1以上の団地面積の割合が30％以上の地域では、１ha
以上の団地又は独立する１筆のほ場の１箇所当たりの平均面積1.5倍以上になること

３
交付対象
農地

集約化目標年度までに機構から転貸される農
地のうち、新たに大規模経営体※2が耕作する
５ha※3以上の団地の形成に寄与した農地

集約化目標年度までに機構から転貸される農
地のうち、新たに１ha※1以上の団地の形成に
寄与した農地

４
交付単価

5.0万円/10a 1.0万円/10a or 3.0万円/10a  

タイプ 担い手集約タイプ（県事業）

１
交付対象

地域計画に位置付けられた担い手等

２
交付要件

(1) 地域集約タイプ(国事業)の交付要
件に該当しないこと

(2) 地域計画に位置付けられた担い手
に新たに１ha以上集約すること

・中山間地域は0.5ha以上
・担い手を含む2者以上で行うこと
担い手ｎ人の場合、
合計ｎ×１ha以上集約すること
(中山間地域はｎ×0.5ha以上)

３
交付対象
農地

地域計画に位置付けられた担い手が
新たに集約する農地かつ令和9年度まで
に地域計画及び目標地図に公告された
面積

４
交付単価

2.0万円/10a

事業の要件等一覧

問い合わせ先

※1 中山間地域では0.5ha以上
※2 事業実施後の耕地面積が15ha(中山間地域では7.5ha)

以上の経営体
※3 中山間地域では2.5ha以上

一体的に活用
※ 単独での活用も可能

地域集約タイプ・担い手集約タイプ
上越地域振興局農林振興部農業企画課
電話０２５－５２６―９４０１

多用途利用米団地定着タイプ
上越地域振興局農林振興部生産振興課
電話 ０２５－５２６―９４０８

※事業申請は市を通して行います。

本事業における「多用途利用
米」は、「酒造好適米」、
「もち米」、「非主食用米

(「需要に応じた米の生産・販
売の推進に関する要領」に定
める加工用米及び新規需要米
（米粉用米、新市場開拓用米、
ＷＣＳ用稲、飼料用米、青刈
り稲・わら専用稲）)」です。

（ただし2筆以上）

（ただし2筆以上）

（ただし2筆以上）
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ひとりでも、グループでも、

環境にやさしい農業に取り組んで

「みどりの食料システム法」に基づき、化学肥料・農薬の使用低減
などに取り組む農業者の認定制度がスタートしています！

● 設備投資の際の税制優遇が受けられます。

● さまざまな国庫補助金の採択で優遇されます。

● 日本政策金融公庫の無利子融資等が活用できます。

認定を受けるメリット

（令和７年４月）

環境保全型農業直接支払交付金等は、

令和７年度に見直しを行った上で、令和９年度を目標に、

みどりの食料システム法に基づき認定を受けた農業者による、

先進的な営農活動を支援する仕組みに移行することを検討しています。

今後のメリット

みどり認定
を受けましょう!!



みどりの食料システム法の認定を受けてみませんか？

➢ 農業は、地球温暖化による気候変動などの影響を受けやすい産業です。
また、農業自体も、燃料の燃焼による温室効果ガスの発生や化学農薬に
よる生物多様性の低下といった環境負荷が生じている側面もあります。

➢ 今般、このような環境負荷を低減し持続可能な農業の実現に向けて、み
どりの食料システム法が施行されました。

➢ 法律では、環境負荷低減に取り組む農林漁業者の５年間の事業計画を認
定し、各種支援措置を講ずることとしています。

✓ 「環境負荷の低減」の取組例
・土づくり、化学肥料・化学農薬の使用低減
・燃油使用低減や水稲中干し期間延長等、温室効果ガスの排出削減
・バイオ炭の農地施用 ・農業用プラスチックの排出削減 など

➢ 青色申告を行う農業者の方は、認定を受けた計画に従って化学肥料・化学農薬の
使用低減に必要となる設備を導入した場合、次の金額を上乗せして償却できます。
（機械など：取得価額×32％、建物など：取得価額×16％）

✓ 計画申請と機械導入のタイミングに注意

計画認定前に機械等を取得してしまうと、
税制の適用を受けられません。

水田用除草機

計画の認定 機械等の取得
（R８.3.31まで）

税務申告

堆肥散布機

都
道
府
県

農
林
漁
業
者

①
認定申請

②
計画認定

 みどり認定を受けるメリット

メリット① 設備投資の際の所得税・法人税が優遇されます！

＜税制特例の対象機械＞

メリット② さまざまな国庫補助金の採択で優遇されます！

税制対象一覧
はこちら

対象事業：みどりの食料システム戦略推進交付金、強い農業づくり総合支援交付金、
畜産経営体生産性向上対策、農地利用効率化等支援交付金 など

対象事業はこちら

申請については、まずはお住まいの都道府県庁に御相談ください！

グループ申請
も可能です！

お問合せ先 農林水産省大臣官房みどりの食料システム戦略グループ
（TEL：03-6744-7186）

メリット③ 日本政策金融公庫の無利子融資等の貸付けを受けられます。



✓ 対象となる取組例
・水稲の中干し期間の延長 ・バイオ炭の農地施用
・アミノ酸バランス改善飼料の給餌
・家畜排せつ物管理方法の変更
・肉用牛へのバイパスアミノ酸の給餌
・森林経営活動
・省エネ設備（ヒートポンプ、空調設備等）の導入 など

J-クレジット
制度の詳細
はこちら

➢ J－クレジット制度は、CO2等の排出削減量・吸収量を
国が認証し取引を可能とする制度です。農林漁業者
は、クレジットの販売による収入が期待できます。

クレジットの売買に伴い、クレジット創出者
（農林漁業者）には、販売による副収入、購入
者（企業）には、企業活動に伴う温室効果ガス
の削減、社会全体には気候変動の緩和等の
メリットが生まれ、環境と経済の好循環を実
現します。

～クレジットの価値～

（例）水稲の中干し期間延長によるメタンの削減

➢ 中干し期間の延長やバイオ炭の農地施用による生育への影響確認
には、みどりの食料システム戦略推進交付金（グリーンな栽培体系
加速化事業）が活用可能です。

➢ Ｊ－クレジット制度では、プロジェクト計画書の作成支援や、審査費
用の支援を実施しています。

➢ J－クレジット制度の活用に当たっては、
① プロジェクト計画書の作成・審査、登録（６か月程度）
② 計画書に従った削減データのモニタリング・収集
③ 報告書の作成・審査、クレジットの認証
を受ける必要があります。

➢ 個別の削減活動を、取りまとめて一括で申請できる「プログラム型」の活用が
効果的です。自治体やJA、地域の協議会等で参加をご検討ください。

Ｊ－クレジット制度を活用してみませんか？

• 水田から発生するメタンは、嫌気性菌であるメタン生

成菌の働きにより生成されます。

• 中干し期間を、直近２か年の実施日数より７日間 以

上延長し（排水期間を長くする）、所定の審査を受け

ることで、クレジット化が可能です。

（図の出典：農研機構）

〈プログラム型プロジェクト〉

個々の農家がＪ－クレジット制度に
参加することはコスト的に見合わ

ないケースが多い 参加する農家数が毎年増大し、
プロジェクトの規模は徐々に拡大

個々の農家を取りまとめて
一括で申請や審査を実施すれば、

手続・コストを削減可能

支援策

農林漁業者 企業等

１～２年程度
のサイクル



お問合せ先 農林水産省大臣官房みどりの食料システム戦略グループ
（TEL：03-6744-7186）

みどりの食料システム戦略 検索

➢ 消費者に環境への負荷の低減が図られた農産物を選択してもらえるよう、
「温室効果ガスの削減への貢献」と「生物多様性保全への配慮」を星の数でラベル
表示する「見える化」を進めています。

（みどりの食料システム法の認定制度）
（J-クレジット制度）
（環境負荷低減の取組の「見える化」）

事業実施場所を管轄する都道府県庁
農林水産省地球環境対策室（TEL：03－6744－2473）

農林水産省地球環境対策室（TEL：03－6744－2016）

農産物の環境負荷低減の取組を「見える化」してみませんか？

✓温室効果ガス削減への貢献

• 栽培情報を用い、生産時の温室効果ガス排
出量を試算し、地域の慣行栽培と比較した
削減貢献率を算定。

✓生物多様性保全への配慮 ※米に限る

• 生物多様性保全の取組の得点に応じて
評価し、温室効果ガスの削減貢献と
合わせて等級表示。

★ ：取組の得点１点
★★ ：取組の得点２点
★★★：取組の得点３点以上

＜取組一覧＞

化学農薬・化学肥料の不使用 ２点

化学農薬・化学肥料の低減
（５割以上10割未満）

1点

冬期湛水 1点

中干し延期または中止 1点

江の設置等 1点

魚類の保護 1点

畦畔管理 1点

★ ：削減貢献率 ５ ％以上
★★ ： 〃 10%以上
★★★： 〃 20%以上

✓消費者へのわかりやすい表示

• 令和６年３月の本格運用以降、
全国のべ1,000か所以上で販売

出典；宮城県大崎市 蕪栗沼（本
調査時の受領資料より）

冬期湛水

魚の保護

出典：滋賀県「魚のゆりかご水田
プロジェクト - 2. 湖岸と水田と
魚の関係の移り変わり」

＜取組者の声＞

みえるらべる貼付後、貼付前と比較して販売数が
約1.6倍、売上額が約1.7倍になった。（生産者）

今まで消費者に伝えられなかった栽培の工夫や
商品価値を表現することができた。（小売事業者）

栽培方法 対象品目

露地栽培のみ 米、ほうれん草、白ねぎ、玉ねぎ、白菜、
キャベツ、レタス、大根、にんじん、アスパラ
ガス、りんご、日本なし、もも、ばれいしょ、
かんしょ、茶

施設栽培のみ ミニトマト、いちご

両栽培方法とも対象 トマト、キュウリ、なす、ピーマン、温州みか
ん、ぶどう

＜見える化対象品目：24品目＞

算定シート入手 栽培データ等の入力 農林水産省への報告 ラベル表示

まずはホームページ
からお申込み下さい。

お持ちの生産記録で簡単
に算定できます。

商品やチラシなどにぜひ
ラベル表示して下さい。

算定結果をご報告下さい。
登録番号を付与します。

＜見える化に取り組むには＞
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